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 １．廃棄物の定義及び分類 
 

（１）廃棄物の定義 

   占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができない 

為に不要になった物。 

（２）廃棄物の分類 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（注１）特別管理廃棄物 

    ＰＣＢを使用した物品、ばいじん、燃えがら、汚泥、感染性廃棄物、廃石綿等 

で、その発生過程で一般廃棄物と産業廃棄物に分かれる。 
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２．日本における廃棄物処理の概要 

（１）２００８年度（平成２０年度）における廃棄物（ごみ）発生量 

    総排出量 ： 約４億５,１７７万  ｔｏｎ／ 年 

             上記の内数として 

        一般廃棄物 ：  約４,８１１万  ｔｏｎ ／ 年（１．０３３㎏ ／ 人・日） 

        産業廃棄物 ： 約４億３６６万  ｔｏｎ／ 年 

           ＊最終処分場の枯渇や資源の有効利用という点からも、廃棄物の 

      発生抑制が緊急の課題である。 

 

（２）廃棄物の処理状況 

  ①一般廃棄物（２００８年度） 

      廃棄物の焼却率 ： ７９．２ ％ （世界ＮＯ．１） 

      リサイクル率    ：   ２０．３ ％ 

      廃棄物焼却施設の数 ： １,２６９ プラント 

      廃棄物焼却処理能力 ： １８７,３０３ ｔｏｎ ／ 日（＝６,８３７万ｔｏｎ/年） 

  ②産業廃棄物（２００６年度） 

      産業廃棄物処理施設の数 ： １９,１６４ プラント 

            

 







３．廃棄物問題対策として制定された各種法律 

 （１）不法投棄の増大 

  ◇不法投棄の未然防止の為、廃棄物処理法の改正が行われ    

    ２００３年１２月から施行（罰則の強化等） 

  ◇２００８年度の不法投棄量 ２０.３万ton、 不法投棄件数 ３０８件 

 （２）有害廃棄物の越境移動問題 

  ◇１９７０～１９８０年代にかけて、先進諸国から発展途上国に輸出され 

    た有害廃棄物が環境汚染を引き起こした。 

  ◇対応策として、「有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規 

    制に関するバーゼル条約」が１９８９年採択、１９９２年発行となった。 

  （３）ダイオキシン問題 

  ◇廃棄物焼却施設からのダイオキシ発生が問題となった為、１９９９年 

    「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、対策が講じられた。 

  ◇現在では、ダイオキシンの問題はほぼ解決したと言える。 

 

 



豊島（香川県）における産業廃棄物の不法投棄問題 

    ☆豊島総合観光開発（株）という会社が、１９７５年から１５年間に渡って産廃（シュレッダー 

     ダスト、燃え殻、鉱さい等）を豊島に約６７万ton不法投棄 

      【香川県がこの業者のうその申請を許可したことから始まった。】 

   ☆住民よりの度々のクレームにより、１９９０年に県警が強制捜査をし、撤去命令を出した。 

   ☆裁判によりこの業者は有罪となったが、この業者は倒産した為現状回復の為の資金が 

     無い状態となった。 

   ☆２０００年に公害調停が成立し、知事は住民に謝罪し、直島(豊島から約５ km）に処理 

     プラントを建設して処理することが決まった。処理に要する費用は、県と国による税金 

     を使うこととなった。 

   ☆２００３年から２０１２年度末迄の１０年間で処理。処理費用は総額約５２０億円。 

       処理プラント建設費          ：     約２１０億円 

       処理プラントのランニングコスト ： 約２８０億円（１０年間分） 

       廃棄物の輸送費   ：  約３０億円（専用フェリーで豊島から直島へ輸送） 

   ☆こうした不法投棄廃棄物の除去費用対策として、１９９７年に大量の産廃を発生する企 

     業が資金を拠出して基金を設立することになった。（不法投棄した者が不明又は資金 

     不足の場合、民間企業が１／２、国が１／４、都道府県が１／４の負担とした。） 

 



      
 

        （４）循環型社会形成推進基本法（２０００年制定） 
                   大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会を２１世紀にふさわし

い循環型社会に変えていくための、基本原則と基本施策の総合的な

枠組みを定めた法律で、下記の５つの対策の優先順位を明記。 

① 廃棄物の発生をなるべく抑える（リデュース） 

② 使用済み製品を再使用する（リユース） 

③ 使用済み製品を原材料として利用する（リサイクル） 

④ 廃棄物を焼却して熱や電気を利用する 

⑤ 廃棄物の適正処分 

 

（５）個別物品の特性に応じた規制        
 ２０００年 ： 容器包装リサイクル法 施行 

         ２００１年 ： 家電リサイクル法 施行 

                 食品リサイクル法 施行 

         ２００２年 ： 建設リサイクル法 施行 

         ２００５年 ： 自動車リサイクル法 施行 

 



４．ストーカ式ごみ焼却炉のフロシート 



５．高温ガス化溶融炉のフローシート 

 



６．廃棄物処理施設の建設記録ビデオ 

     客 先 名     ： 大分県佐伯地域広域市町村圏事務組合 

             工場名称 ： エコセンター番匠 

             工    期  ： ２０００年１０月～２００３年３月   

     焼却施設規模 ： １１０ｔｏｎ／日（５５ｔｏｎ／日×２炉） 

     焼却施設形式 ： 高温ガス化溶融炉 

     発電能力 ： １,６００ｋｗ 

     リサイクル施設規模 ：３３ｔｏｎ／５ｈ   

     総事業費 ： ８,５１５,５００千円            

      



７．廃棄物処理施設建設工事に関する業務の流れ 
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   設計（客先との仕様確認必要） 
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８．廃棄物処理施設のプロジェクト組織の一例           

                             プロジェクトマネージャー 

                  

             プロジェクトエンジニア                        現場監督 

           機械関係    電気計装関係     建築関係    調達業務   工事業者 

         設計技術者   設計技術者    設計技術者    部署     （建築、機 

                                                         械、電気 

                                                        計装関係） 


